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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアントがメッセージディスプレイインターフェースを介してグループにおけるイ
ンスタント通信メッセージをディスプレイするステップと、
　前記クライアントが、前記メッセージディスプレイインターフェースにおいて対象メッ
セージに対するタスク変換操作を取得したときに、前記対象メッセージに対する前記タス
ク変換操作をサーバへ送信するステップと、
　前記クライアントが、前記サーバからの前記対象メッセージに基づいて変換された処理
すべき対象タスクを受信するステップと、
　前記クライアントがタスクディスプレイインターフェースを介して前記対象タスクをデ
ィスプレイするステップと、を含み、
　前記対象メッセージは、前記メッセージディスプレイインターフェースでディスプレイ
された何れかのインスタント通信メッセージであり、
　前記タスク変換操作は、前記対象メッセージの近傍のオプションボックスにおけるオプ
ションに基づいて生成されたものであり、前記オプションはグループ処理予定へ追加する
オプションおよび個人処理予定へ変換するオプションを含み、前記のグループ処理予定へ
追加するオプションに基づいて第１タスク変換操作が生成された場合に、第１タスク変換
操作は、前記クライアントに対応する第１ユーザがタスク配布者のみであり、且つ、前記
グループの他のメンバーが前記第１ユーザによって配布されたタスクを引き取ることを許
可することを表し、前記の個人処理予定へ追加するオプションに基づいて第２タスク変換
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操作が生成された場合に、前記第１ユーザがタスク配布者と引取者の両方であることを表
すことを特徴とするインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法。
【請求項２】
　前記対象タスクに関する情報は、
　前記対象タスクの詳細内容を記述するためのタスク内容と、
　前記対象タスクが引き取られていない状態であること、または、前記対象タスクを引き
取ったユーザの識別子を表すためのタスク配分情報と、を少なくとも含むことを特徴とす
る請求項１に記載のインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法。
【請求項３】
　前記タスク変換操作が前記第１タスク変換操作であるとき、前記対象タスクのタスク配
分情報は、前記対象タスクが引き取られていない状態であることを表し、
　前記タスク変換操作が前記第２タスク変換操作であるとき、前記対象タスクのタスク配
分情報は、前記第１ユーザの識別子を含むことを特徴とする請求項２に記載のインスタン
ト通信メッセージに基づくタスク管理方法。
【請求項４】
　前記クライアントは、前記対象タスクに対するタスク引取操作を取得したときに、前記
タスク引取操作を実行したユーザの識別子を、前記対象タスクのタスク配分情報に追加す
るステップを更に含むことを特徴とする請求項２に記載のインスタント通信メッセージに
基づくタスク管理方法。
【請求項５】
　前記クライアントは、前記対象タスクに対するタスク処理操作を取得したときに、前記
タスクディスプレイインターフェースを介して前記対象タスクの処理結果をディスプレイ
するステップを更に含むことを特徴とする請求項２に記載のインスタント通信メッセージ
に基づくタスク管理方法。
【請求項６】
　前記タスクディスプレイインターフェースと前記メッセージディスプレイインターフェ
ースとは、同一ページの異なるディスプレイ領域に位置することを特徴とする請求項１に
記載のインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法。
【請求項７】
　前記クライアントは、前記対象タスクに対するコンテキスト閲覧操作を取得したときに
、前記メッセージディスプレイインターフェースまたは新たに作成されたコンテキストデ
ィスプレイインターフェースを介して、前記対象タスクに基づいて特定したコンテキスト
メッセージをディスプレイするステップを更に含むことを特徴とする請求項１に記載のイ
ンスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法。
【請求項８】
　前記クライアントは、前記対象メッセージに対するタスク変換操作を取得したときに、
前記メッセージディスプレイインターフェースを介して前記タスク変換操作に対応するヒ
ント情報をディスプレイすることで、前記対象メッセージに対してタスク変換を行うよう
にユーザに促すステップと、
　前記クライアントは、前記対象タスクに対するタスク引取操作を取得したときに、前記
メッセージディスプレイインターフェースを介して前記タスク引取操作に対応するヒント
情報をディスプレイすることで、前記対象タスクを引き取るようにユーザに促すステップ
と、
　前記クライアントは、前記対象タスクに対するタスク処理操作を取得したときに、前記
メッセージディスプレイインターフェースを介して前記タスク処理操作に対応するヒント
情報をディスプレイすることで、前記対象タスクに対する処理を完了するようにユーザに
促すステップと、を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のインスタント通信メッセ
ージに基づくタスク管理方法。
【請求項９】
　前記クライアントは、前記クライアントに対応する第１ユーザの前記対象タスクに対す
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るタスク引取操作を取得したときに、前記第１ユーザの識別子を前記タスク配分情報に追
加し、
　前記クライアントは、前記グループにおける前記第１ユーザ以外の少なくとも１つの第
２ユーザの、前記対象タスクに対するタスク引取操作を前記サーバから取得したときに、
前記少なくとも１つの第２ユーザのそれぞれに対応する識別子を前記タスク配分情報に追
加することを特徴とする請求項４に記載のインスタント通信メッセージに基づくタスク管
理方法。
【請求項１０】
　サーバがグループにおけるインスタント通信メッセージをクライアントへ送信するステ
ップと、
　前記サーバが、前記クライアントから送信された対象メッセージに対するタスク変換操
作を受信したときに、前記対象メッセージを処理すべき対象タスクに変換するステップと
、
　前記サーバが前記処理すべき対象タスクを前記クライアントへ送信するステップと、を
含み、
　前記対象メッセージは、前記グループにおける何れかのインスタント通信メッセージで
あり、
　前記タスク変換操作は、前記対象メッセージの近傍のオプションボックスにおけるオプ
ションに基づいて生成されたものであり、前記オプションはグループ処理予定へ追加する
オプションおよび個人処理予定へ変換するオプションを含み、前記のグループ処理予定へ
追加するオプションに基づいて第１タスク変換操作が生成された場合に、第１タスク変換
操作は、前記クライアントに対応する第１ユーザがタスク配布者のみであり、且つ、前記
グループの他のメンバーが前記第１ユーザによって配布されたタスクを引き取ることを許
可することを表し、前記の個人処理予定へ追加するオプションに基づいて第２タスク変換
操作が生成された場合に、前記第１ユーザがタスク配布者と引取者の両方であることを表
すことを特徴とするインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法。
【請求項１１】
　前記対象タスクに関する情報は、
　前記対象タスクの詳細内容を記述するためのタスク内容と、
　前記対象タスクが引き取られていない状態であること、または、前記対象タスクを引き
取ったユーザの識別子を表すためのタスク配分情報と、を少なくとも含むことを特徴とす
る請求項１０に記載のインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法。
【請求項１２】
　前記サーバは、前記クライアントから送信された前記対象タスクに対するタスク引取操
作を受信したときに、前記タスク引取操作を実行したユーザの識別子を、前記対象タスク
のタスク配分情報に追加するステップを更に含むことを特徴とする請求項１１に記載のイ
ンスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法。
【請求項１３】
　前記サーバは、前記クライアントから送信された前記対象タスクに対するタスク処理操
作を受信したときに、前記対象タスクの処理結果を前記クライアントへ送信するステップ
を更に含むことを特徴とする請求項１１に記載のインスタント通信メッセージに基づくタ
スク管理方法。
【請求項１４】
　前記サーバは、前記クライアントから送信された前記対象タスクに対するコンテキスト
閲覧操作を受信したときに、前記対象タスクに対応するインスタント通信メッセージのコ
ンテキストメッセージを検索するステップと、
　前記サーバは、検索した前記コンテキストメッセージを前記クライアントへ送信するス
テップと、を更に含むことを特徴とする請求項１０に記載のインスタント通信メッセージ
に基づくタスク管理方法。
【請求項１５】
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　メッセージディスプレイインターフェースを介してグループにおけるインスタント通信
メッセージをディスプレイするための表示手段と、
　前記メッセージディスプレイインターフェースにおいて対象メッセージに対するタスク
変換操作を取得するための入力手段と、
　前記対象メッセージに対するタスク変換操作をサーバへ送信し、前記サーバからの前記
対象メッセージに基づいて変換された処理すべき対象タスクを受信するための通信手段と
、を備え、
　前記対象メッセージは、前記メッセージディスプレイインターフェースでディスプレイ
された何れかのインスタント通信メッセージであり、前記タスク変換操作は、前記対象メ
ッセージの近傍のオプションボックスにおけるオプションに基づいて生成されたものであ
り、前記オプションはグループ処理予定へ追加するオプションおよび個人処理予定へ変換
するオプションを含み、前記のグループ処理予定へ追加するオプションに基づいて第１タ
スク変換操作が生成された場合に、第１タスク変換操作は、クライアントに対応する第１
ユーザがタスク配布者のみであり、且つ、前記グループの他のメンバーが前記第１ユーザ
によって配布されたタスクを引き取ることを許可することを表し、前記の個人処理予定へ
追加するオプションに基づいて第２タスク変換操作が生成された場合に、前記第１ユーザ
がタスク配布者と引取者の両方であることを表し、
　前記表示手段は、更に、タスクディスプレイインターフェースを介して前記対象タスク
をディスプレイすることを特徴とするクライアント。
【請求項１６】
　メモリと、
　プロセッサと、
　前記メモリに記憶された前記プロセッサで動作可能なコンピュータ指令と、を含み、
　前記プロセッサは、前記コンピュータ指令を実行するときに請求項１から９の何れか一
項に記載の方法を実施することを特徴とするクライアント。
【請求項１７】
　コンピュータ記憶媒体であって、
　前記コンピュータ記憶媒体には、コンピュータ指令が記憶され、前記コンピュータ指令
が処理ユニットによって実行されるときに、請求項１から９の何れか一項に記載の方法が
実施されることを特徴とするコンピュータ記憶媒体。
【請求項１８】
　グループにおけるインスタント通信メッセージをクライアントへ送信し、前記クライア
ントから送信された対象メッセージに対するタスク変換操作を受信するための通信手段と
、
　前記対象メッセージを処理すべき対象タスクに変換するための処理手段と、を備え、
　前記対象メッセージは、前記グループにおける何れかのインスタント通信メッセージで
あり、前記タスク変換操作は、前記対象メッセージの近傍のオプションボックスにおける
オプションに基づいて生成されたものであり、前記オプションはグループ処理予定へ追加
するオプションおよび個人処理予定へ変換するオプションを含み、前記のグループ処理予
定へ追加するオプションに基づいて第１タスク変換操作が生成された場合に、第１タスク
変換操作は、前記クライアントに対応する第１ユーザがタスク配布者のみであり、且つ、
前記グループの他のメンバーが前記第１ユーザによって配布されたタスクを引き取ること
を許可することを表し、前記の個人処理予定へ追加するオプションに基づいて第２タスク
変換操作が生成された場合に、前記第１ユーザがタスク配布者と引取者の両方であること
を表し、
　前記通信手段は、更に、前記対象タスクを前記クライアントへ送信することを特徴とす
るサーバ。
【請求項１９】
　メモリと、
　プロセッサと、
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　前記メモリに記憶された前記プロセッサで動作可能なコンピュータ指令と、を含み、
　前記プロセッサは、前記コンピュータ指令を実行するときに請求項１０から１４の何れ
か一項に記載の方法を実施することを特徴とするサーバ。
【請求項２０】
　コンピュータ記憶媒体であって、
　前記コンピュータ記憶媒体には、コンピュータ指令が記憶され、前記コンピュータ指令
が処理ユニットによって実行されるときに請求項１０から１４の何れか一項に記載の方法
が実施されることを特徴とするコンピュータ記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　＜関連出願の相互引用＞
　本願は、出願日が２０１６年１０月２１日であり、出願番号が２０１６１０９２１３０
６．Ｘである中国特許出願の優先権を主張し、当該出願の全文が引用により本願に組み込
まれる。
【０００２】
　本発明は、インスタント通信メッセージに基づくタスク管理に関する。
【背景技術】
【０００３】
　インスタント通信アプリケーション（ＡＰＰ）は、人々の日常生活において重要な役割
を果たしている。人々は、インスタント通信アプリケーションを介してコミュニケーショ
ンを容易に行うことができる。インスタント通信アプリケーションは、個人対個人の単独
チャットのみならず、複数の人の間のグループチャットも実現できる。
【０００４】
　インスタント通信アプリケーションを用いてチャット内容をオフィスタスクに変換して
管理することは、新しいオフィス応用シーンである。このようなオフィス応用シーンでは
、インスタント通信ソフトウェアにおけるチャットメッセージが非常に多く、一部のメッ
セージが無視されやすいため、関連するオフィスタスクも実行され得ない。また、タスク
配布者は、このようなシーンを用いてタスクを配布する際、タスクの実行者が誰であるか
を知る必要がある。しかし、多くの場合、タスク配布者は、具体的な業務状況を把握でき
ないため、実行者が誰であるかを知らない。これは、タスクが有効に実行され得ないこと
をもたらす可能性がある。このように、如何にインスタント通信アプリケーションを利用
してタスクを効率的に管理するかは、早急に解決すべき課題となっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記技術的問題を解決すべく、本発明の実施例は、インスタント通信メッセージに基づ
くタスク管理方法、クライアントおよびサーバを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施例に係るインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法は、クライ
アントがメッセージディスプレイインターフェースを介してグループにおけるインスタン
ト通信メッセージをディスプレイするステップと、前記クライアントが、前記メッセージ
ディスプレイインターフェースにおいて対象メッセージに対するタスク変換操作を取得し
たときに、前記対象メッセージに対する前記タスク変換操作をサーバへ送信するステップ
と、前記クライアントが、前記サーバからの前記対象メッセージに基づいて変換された処
理すべき対象タスクを受信するステップと、前記クライアントがタスクディスプレイイン
ターフェースを介して前記対象タスクをディスプレイするステップと、を含み、前記対象
メッセージは、前記メッセージディスプレイインターフェースでディスプレイされた何れ
かのインスタント通信メッセージである。
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【０００７】
　本発明の実施例に係るクライアントは、メッセージディスプレイインターフェースを介
してグループにおけるインスタント通信メッセージをディスプレイするための表示手段と
、前記メッセージディスプレイインターフェースにおいて対象メッセージに対するタスク
変換操作を取得するための入力手段と、前記対象メッセージに対するタスク変換操作をサ
ーバへ送信し、前記サーバからの前記対象メッセージに基づいて変換された処理すべき対
象タスクを受信するための通信手段と、を備え、前記対象メッセージは、前記メッセージ
ディスプレイインターフェースでディスプレイされた何れかのインスタント通信メッセー
ジであり、前記表示手段は、更に、タスクディスプレイインターフェースを介して前記対
象タスクをディスプレイする。
【０００８】
　本発明の実施例に係る電子機器は、メモリと、プロセッサと、メモリに記憶されたプロ
セッサで動作可能なコンピュータ指令と、を含む。前記プロセッサは、前記指令を実行す
るときに上記クライアント側のインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法を実
施する。
【０００９】
　本発明の実施例に係るコンピュータ記憶媒体には、コンピュータ指令が記憶され、前記
指令が処理ユニットによって実行されるときに、上記クライアント側のインスタント通信
メッセージに基づくタスク管理方法が実施される。
【００１０】
　本発明の別の実施例に係るインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法は、サ
ーバがグループにおけるインスタント通信メッセージをクライアントへ送信するステップ
と、前記サーバが、前記クライアントから送信された対象メッセージに対するタスク変換
操作を受信したときに、前記対象メッセージを処理すべき対象タスクに変換するステップ
と、前記サーバが前記処理すべき対象タスクを前記クライアントへ送信するステップと、
を含み、前記対象メッセージは、前記グループにおける何れかのインスタント通信メッセ
ージである。
【００１１】
　本発明の実施例に係るサーバは、グループにおけるインスタント通信メッセージをクラ
イアントへ送信し、前記クライアントから送信された対象メッセージに対するタスク変換
操作を受信するための通信手段と、前記対象メッセージを処理すべき対象タスクに変換す
るための処理手段と、を備え、前記対象メッセージは、前記グループにおける何れかのイ
ンスタント通信メッセージであり、前記通信手段は、更に、前記対象タスクを前記クライ
アントへ送信する。
【００１２】
　本発明の別の実施例に係る電子機器は、メモリと、プロセッサと、メモリに記憶された
プロセッサで動作可能なコンピュータ指令とを含む。前記プロセッサは、前記指令を実行
するときに上記サーバ側のインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法を実施す
る。
【００１３】
　本発明の別の実施例に係るコンピュータ記憶媒体には、コンピュータ指令が記憶され、
前記指令が処理ユニットによって実行されるときに上記サーバ側のインスタント通信メッ
セージに基づくタスク管理方法が実施される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の実施例の解決手段では、メッセージディスプレイインターフェースを介してグ
ループにおけるインスタント通信メッセージをディスプレイし、前記メッセージディスプ
レイインターフェースにおいて対象メッセージに対するタスク変換操作を取得したときに
、前記対象メッセージに対するタスク変換操作をサーバへ送信し、前記サーバからの前記
対象メッセージに基づいて変換された処理すべき対象タスクを受信し、タスクディスプレ
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イインターフェースを介して前記対象タスクをディスプレイする。本発明の実施例の解決
手段の利用により、ユーザは、数多くのインスタント通信メッセージから有効なインスタ
ント通信メッセージを選び出し、当該インスタント通信メッセージを処理すべきタスクに
変換することができる。また、タスク配布者は、タスクの実行者が誰であるかを知る必要
がなく、タスクを提出するだけでよい（例えば、インスタント通信メッセージを処理すべ
きタスクに変換する操作を行う）。インスタント通信技術を用いてタスクに対して配分管
理を行うため、インスタント通信参加者の間の連携効率を有効に向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施例に係るインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法の
模式的なフローチャートである。
【図２】本発明の別の実施例に係るインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法
の模式的なフローチャートである。
【図３】本発明の一実施例に係るインスタント通信メッセージの表示インターフェースの
模式図である。
【図４】本発明の別の実施例に係るインスタント通信メッセージの表示インターフェース
の模式図である。
【図５Ａ】本発明の更に別の実施例に係るインスタント通信メッセージの表示インターフ
ェースの模式図である。
【図５Ｂ】本発明の更に別の実施例に係るインスタント通信メッセージの表示インターフ
ェースの模式図である。
【図５Ｃ】本発明の更に別の実施例に係るインスタント通信メッセージの表示インターフ
ェースの模式図である。
【図６】本発明の別の実施例に係るインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法
の模式的なフローチャートである。
【図７】本発明の一実施例に係るクライアントの構造・構成の模式図である。
【図８】本発明の別の実施例に係るクライアントのハードウェア構造の模式図である。
【図９】本発明の一実施例に係るサーバの構造・構成の模式図である。
【図１０】本発明の別の実施例に係るサーバのハードウェア構造の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の実施例の特徴および技術的内容がより詳しく把握されるように、以下、図面を
参照しながら本発明の実施例を詳細に説明する。添付する図面は、単に参照や説明するた
めのものであり、本発明の実施例を限定するためのものではない。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施例に係るインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法
の模式的なフローチャートである。本例示におけるインスタント通信メッセージに基づく
タスク管理方法は、クライアント側に適用可能である。図１に示すように、前記クライア
ント側のインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法は、以下のステップ１０１
－１０４を含んでもよい。
【００１８】
　ステップ１０１では、メッセージディスプレイインターフェースを介してグループにお
けるインスタント通信メッセージをディスプレイする。
【００１９】
　本発明の実施例では、クライアントとは、インスタント通信アプリケーションがインス
トールされた通信端末、例えば、スマートフォン、パソコン、タブレットＰＣ等を指す。
ユーザは、インスタント通信アプリケーションを介して自分のアカウントを申請し、当該
アカウントを利用してインスタント通信アプリケーションにログインしてインスタント通
信アプリケーションから提供された各種の機能、例えば、チャット機能、ビデオ機能、伝
送ファイル機能等が体験できる。一般的に、１つのユーザが１つのアカウントに対応する
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ため、アカウントは、ユーザを表すことができる。インスタント通信アプリケーションを
介して複数のユーザを１つのグループに追加でき、それにより、グループチャット会話が
確立される。グループチャット会話では、全てのユーザがインスタント通信メッセージを
配布し、且つ全てのユーザが他のユーザによって配布されたインスタント通信メッセージ
を読むことができる。インスタント通信アプリケーションにより、１対１のインスタント
通信、即ち、２つのユーザの間のインスタント通信も実施可能である。
【００２０】
　ステップ１０２では、前記メッセージディスプレイインターフェースにおいて対象メッ
セージに対するタスク変換操作を取得したときに、前記対象メッセージに対するタスク変
換操作をサーバへ送信する。
【００２１】
　ステップ１０３では、前記サーバからの前記対象メッセージに基づいて変換された処理
すべき対象タスクを受信する。
【００２２】
　本発明の実施例では、あるグループチャット会話、またはある１対１のチャット会話の
何れにも、会話における何れかのインスタント通信メッセージを処理すべきタスクに変換
することが可能である。具体的には、クライアントは、前記メッセージディスプレイイン
ターフェースにおいて対象メッセージに対するタスク変換操作を取得したときに、前記対
象メッセージに対するタスク変換操作をサーバへ送信する。このように、サーバは、前記
対象メッセージを処理すべき対象タスクに変換できる。その後、クライアントは、前記サ
ーバからの前記対象メッセージに基づいて変換された処理すべき対象タスクを受信する。
【００２３】
　図３を参照すると、図３は、インスタント通信アプリケーションのメッセージディスプ
レイインターフェースである。メッセージディスプレイインターフェースには、グループ
チャット会話内容、または１対１のチャット会話内容が表示可能である。図３では、グル
ープチャット会話を例として説明する。現在のグループチャット会話では、Ａユーザ、Ｂ
ユーザとＣユーザが何れもインスタント通信メッセージを配布している。例えば、Ａユー
ザは、ａ１メッセージとａ２メッセージを配布し、Ｂユーザは、ｂ１メッセージを配布し
、Ｃユーザは、ｃ１メッセージとｃ２メッセージを配布している。仮にＤユーザ（図示せ
ず）がＡユーザによって配布されたａ１メッセージをグループ処理予定タスクに追加しよ
うとする場合、Ｄユーザは、ａ１メッセージに対してタスク変換操作をトリガする必要が
ある。例えば、Ｄユーザは、ａ１メッセージを選択してから、ａ１メッセージの近傍でオ
プションボックス（図における点線ブロック１に示す）をポップアップさせる。当該オプ
ションボックスには、２つのオプションがあり、１つは「グループ処理予定へ追加」であ
り、もう１つは「個人処理予定へ変換」である。Ｄユーザは、「グループ処理予定へ追加
」オプション（対応するタスク変換操作は、以下「第１タスク変換操作」と呼ばれてもよ
い）を選択すると、Ｄユーザは当該タスクのタスク配布者になることしかできない。また
は、Ｄユーザは、「個人処理予定へ変換」オプション（対応するタスク変換操作は、以下
「第２タスク変換操作」と呼ばれてもよい）を選択すると、Ｄユーザは、同時に当該タス
クの配布者と実行者（タスクの引取者と呼ばれてもよい）としてもよい。ここでは、Ｄユ
ーザは、ローカルのインスタント通信アプリケーションにログインしたユーザであり、Ａ
ユーザ、ＢユーザおよびＣユーザのうちの何れかであってもよく、Ａユーザ、Ｂユーザお
よびＣユーザ以外の他のユーザであってもよい。
【００２４】
　上記方案では、タスクの配布者は、Ｄユーザに限られない。実際に、当業者であれば理
解できるように、任意のユーザは、会話中の任意のインスタント通信メッセージに対して
タスク変換操作を行ってもよく、変換される対象タスクの配布者になることができる。ま
た、本発明の実施例では、タスクへ変換すべきインスタント通信メッセージは、対象メッ
セージと呼ばれ、変換後のタスクは、対象タスクと呼ばれる。
【００２５】
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　ステップ１０４では、タスクディスプレイインターフェースを介して前記対象タスクを
ディスプレイする。
【００２６】
　本発明の実施例では、タスクディスプレイインターフェースは、グループ処理のタスク
をディスプレイするためのインターフェースを指してもよい。また、クライアントは、個
人処理予定のタスクをディスプレイするためのインターフェースを備えてもよい。ただし
、グループ処理予定のタスクディスプレイインターフェースには、グループチャット会話
または１対１のチャット会話の全てのタスクメッセージが表示可能である。個人処理予定
のタスクディスプレイインターフェースには、ローカルのインスタント通信アプリケーシ
ョンにログインしたユーザによって引き取られた全てのタスクメッセージが表示可能であ
る。ユーザは、グループ処理予定のタスクディスプレイインターフェースと個人処理予定
のタスクディスプレイインターフェースとを切替えることが可能である。
【００２７】
　また、本発明の実施例は、別の実施形態を含んでもよい。即ち、メッセージ配布者は、
インスタント通信メッセージを編集した後、当該インスタント通信メッセージをメッセー
ジディスプレイインターフェースへ配布する前に、ある特定のウィジェット（他の方式で
あってもよく、ここでは限定しない）を介して直接当該インスタント通信メッセージをタ
スクに変換してグループ処理予定タスクに配布する。このような場合、メッセージ配布者
は、タスク配布者でもある。このように、１つの操作を介してメッセージの配布とタスク
の配布をユーザが同時に実現することは、便利である。
【００２８】
　本実施例では、取得された対象メッセージに対するタスク変換操作は、メッセージ配布
者がある特定のウィジェットを介してインスタント通信メッセージをタスクに変換してグ
ループ処理予定タスクに配布する操作そのものである。
【００２９】
　一実施形態では、前記タスクディスプレイインターフェースと前記メッセージディスプ
レイインターフェースとは、同一ページの異なるディスプレイ領域に位置してもよい。図
４を参照すると、図４の左側は、メッセージディスプレイインターフェースであり、図４
の右側は、タスクディスプレイインターフェースである。タスクディスプレイインターフ
ェースの上半部の領域は、各対象タスクをディスプレイし、タスクディスプレイインター
フェースの下半部の領域は、対象タスクの処理結果をディスプレイする。無論、タスクデ
ィスプレイインターフェースのディスプレイレイアウトは、図４に示す配置方式に限定さ
れず、ユーザの必要に応じて各領域の位置を柔軟に配置してもよい。
【００３０】
　別の実施形態では、前記タスクディスプレイインターフェースと前記メッセージディス
プレイインターフェースとは、異なるページに位置してもよい。例えば、タスクディスプ
レイインターフェースとメッセージディスプレイインターフェースとは、それぞれ単独の
ページを介してディスプレイを行ってもよい。
【００３１】
　本発明の実施例では、タスクディスプレイインターフェースを介して前記対象タスクを
ディスプレイするとき、ディスプレイされる情報は、タスク内容とタスク配分情報を少な
くとも含んでもよい。
【００３２】
　図４に示すように、右側にタスクディスプレイインターフェースが表示されたとき、イ
ンターフェースの頂部では、「グループ処理予定」（図における点線ブロック７に示す）
の文字が対応して選択される。このように、現在ディスプレイされているものがグループ
処理予定の全てのタスクであることをユーザが把握することは便利である。ユーザは、イ
ンターフェースの頂部側で「個人処理予定」文字（図において点線ブロック８に示すよう
に）を選択してもよい。このように、右側のタスクディスプレイインターフェースには、
個人処理予定の全てのタスクが表示される。ここで、個人処理予定のタスクは、本グルー
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プにおける個人処理予定タスクであり、本グループにおけるローカルクライアントにログ
インしたユーザによって引き取られた対象タスクを含んでもよい。
【００３３】
　本発明の実施例では、前記タスク変換操作が第１タスク変換操作であるとき、前記タス
ク配分情報は、前記対象タスクが引き取られていない状態であることを表す。前記タスク
変換操作が第２タスク変換操作であるとき、前記タスク配分情報は、前記タスク変換操作
を実行したユーザの識別子を含む。
【００３４】
　一実施形態では、ユーザは、直接対象メッセージを「個人処理予定へ変換」（図４にお
いて点線ブロック１に示すように）してもよい。その際、ユーザは、タスクの配布者とし
て行ってもよいしタスクの引取者として行ってもよい。このような場合、対象タスクのデ
ィスプレイ情報は、タスク内容およびローカルユーザの識別子を含んでもよい。図４では
、点線ブロック４に示すように、ユーザの識別子は、Ｄユーザの名前である。
【００３５】
　別の実施形態では、ユーザは、対象メッセージを「グループ処理予定へ追加」（図４に
おいて点線ブロック１に示すように）してもよい。その際、ユーザは、タスクの配布者と
してのみ行ってもよい。このような場合、対象タスクのディスプレイ情報は、タスク内容
および引取待ち（図４において点線ブロック３に示すように）を含んでもよい。
【００３６】
　本発明の実施例では、任意のユーザは、１つのインスタント通信メッセージを対象タス
クに変換する第１タスク変換操作を行い、他のユーザが変換した対象タスクの引取を行う
ことを待ってもよい。
【００３７】
　本発明の実施例では、前記対象タスクに対するタスク引取操作を取得したときに、前記
タスク引取操作を実行したユーザの識別子を、前記対象タスクのタスク配分情報に追加す
る。
【００３８】
　ここで、同一の対象タスクは、複数のユーザによって引き取られ得る。図４に示すよう
に、Ｄユーザ、ＥユーザとＦユーザが何れもａ１メッセージに対応するタスクを引き取っ
たとき、ａ１メッセージに対応するタスクの右側には、Ｄユーザ、ＥユーザとＦユーザの
ユーザ識別子がそれぞれ表示される。
【００３９】
　ここで、複数のユーザ引取は、２種類に分類されてもよい。第１種は、ローカルクライ
アントに対応する第１ユーザによる引取であり、第２種は、非ローカルクライアントに対
応する第２ユーザによる引取である。これを基に、第１ユーザが前記対象タスクに対して
実行したタスク引取操作が取得されたときに、前記第１ユーザの識別子を、前記対象タス
クのタスク配分情報に追加し、少なくとも１つの第２ユーザが前記対象タスクに対して実
行したタスク引取操作はサーバから取得され、前記少なくとも１つの第２ユーザに対応す
る識別子を、前記対象タスクのタスク配分情報に追加する。
【００４０】
　一実施形態では、対象タスクが引き取られていない状態であるとき、当該対象タスクの
タスク配分情報は、図５Ａに示すように、「引取待ち」と表示される。当該第１ユーザが
対象タスクを引き取った後は、図５Ｂに示すように、当該対象タスクのタスク配分メッセ
ージに第１ユーザの識別子および「＋」符号ウィジェットが現れ、他の第２ユーザが引き
続き当該対象タスクを引き取ることを許容する。
【００４１】
　別の実施形態では、対象タスクが引き取られていない状態であるとき、当該対象タスク
のタスク配分情報には、図５Ｃに示す「＋」符号ウィジェットが直接表示可能である。ま
た、第１ユーザが当該対象タスクを引き取っても、当該「＋」符号ウィジェットは、図５
Ｂに示すように依然として存在可能であり、引き続き他の第２ユーザの当該対象タスクに
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対する引取は許容される。
【００４２】
　本発明の実施例では、前記対象タスクに対するタスク処理操作を取得したときに、前記
タスクディスプレイインターフェースを介して前記対象タスクの処理結果をディスプレイ
してもよい。
【００４３】
　図４を参照すると、対象タスクを引き取ったあるユーザは、当該対象タスクを処理・完
了したとき、グループ処理予定タスクのタスクディスプレイインターフェースの「未完了
」箇所に当該対象タスクを選定することにより、当該対象タスクをグループ処理予定タス
クのタスクディスプレイインターフェースの「完了」箇所に表示してもよい。無論、個人
処理予定タスクのタスクディスプレイインターフェースの「未完了」箇所に当該対象タス
クを選定することにより、当該対象タスクを個人処理予定タスクのタスク表示インターフ
ェースの「完了」箇所に表示してもよい。また、個人処理予定タスクの内容とグループ処
理予定タスクの内容とは、同期して更新可能である。
【００４４】
　本発明の実施例では、引取者のみがタスク処理操作をトリガ可能にし、且つ引取者が自
分で引き取った対象タスクに対してのみタスク処理操作をトリガ可能にする。
【００４５】
　本発明の実施例では、ユーザは、数多くのインスタント通信メッセージから有効なイン
スタント通信メッセージを選び出し、当該インスタント通信メッセージを処理すべきタス
クに変換することができる。また、タスク配布者は、タスクの実行者が誰であるかを知る
必要がなく、タスクを提出するだけでよい（即ち、インスタント通信メッセージを処理す
べきタスクに変換する操作を行う）。また、インスタント通信技術を用いてタスクに対し
て配分管理を行うため、インスタント通信参加者の間の連携効率を有効に向上できる。
【００４６】
　図２は、本発明の別の実施例に係るインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方
法の模式的なフローチャートである。本例示におけるインスタント通信メッセージに基づ
くタスク管理方法は、クライアント側に適用可能である。図２に示すように、前記クライ
アント側のインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法は、以下のステップ２０
１－２０５を含んでもよい。
【００４７】
　ステップ２０１では、メッセージディスプレイインターフェースを介してグループにお
けるインスタント通信メッセージをディスプレイする。
【００４８】
　ステップ２０２では、前記メッセージディスプレイインターフェースにおいて対象メッ
セージに対するタスク変換操作を取得したときに、前記対象メッセージに対するタスク変
換操作をサーバへ送信する。
【００４９】
　ステップ２０３では、前記サーバからの前記対象メッセージに基づいて変換された処理
すべき対象タスクを受信する。
【００５０】
　ステップ２０４では、タスクディスプレイインターフェースを介して前記対象タスクを
ディスプレイする。
【００５１】
　ステップ２０１－２０４は、それぞれステップ１０１－１０４に類似するため、詳細に
ついては前述を参照すればよいので、ここでは繰り返し説明しない。
【００５２】
　ステップ２０５では、前記対象タスクに対するコンテキスト閲覧操作を取得したときに
、前記メッセージディスプレイインターフェースまたは新たに作成されたコンテキストデ
ィスプレイインターフェースを介して、前記対象タスクに基づいて特定したコンテキスト
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メッセージをディスプレイする。
【００５３】
　図４を参照すると、ユーザがある対象タスクについて図における点線ブロック５に示す
位置をクリックしたとき、メッセージディスプレイインターフェースに当該対象タスクに
対応するインスタント通信メッセージのコンテキストメッセージが表示されてもよい。こ
のように、当該対象タスクを議論したときのチャットシーンに戻り、タスク配布のシーン
をユーザが把握すると便利である。無論、当該対象タスクをチャットするときのコンテキ
ストメッセージをディスプレイするためのディスプレイインターフェース（本発明では、
「コンテキストディスプレイインターフェース」とも呼ばれる）が新たに作成されてもよ
い。
【００５４】
　前記対象メッセージに対するタスク変換操作を取得したときに、前記メッセージディス
プレイインターフェースを介して前記タスク変換操作に対応するヒント情報をディスプレ
イすることで、前記対象メッセージに対してタスク変換を行うようにユーザに促してもよ
い。
【００５５】
　前記対象タスクに対するタスク引取操作を取得したときに、前記メッセージディスプレ
イインターフェースを介して前記タスク引取操作に対応するヒント情報をディスプレイす
ることで、前記対象タスクを引き取るようにユーザに促してもよい。
【００５６】
　前記対象タスクに対するタスク処理操作を取得したときに、前記メッセージディスプレ
イインターフェースを介して前記タスク処理操作に対応するヒント情報をディスプレイす
ることで、前記対象タスクを処理するようにユーザに促してもよい。
【００５７】
　図４における点線ブロック２に示すように、対象メッセージに対するタスク変換操作が
取得されたときに、または第２ユーザの前記対象タスクに対するタスク引取操作が取得さ
れたときに、または第２ユーザの前記対象タスクに対するタスク処理操作が取得されたと
きに、メッセージディスプレイインターフェースには、ユーザに関する操作内容（例えば
、どのインスタント通信メッセージがグループ処理予定タスクに追加されたか、どのユー
ザがどのタスクを引き取ったか、どのタスクが完了したか）を提示するためのヒント情報
が表示されてもよい。
【００５８】
　本発明の実施例では、グループにおける２つのユーザが１対１のインスタント通信を行
うとき、この１対１のチャット会話において、タスクディスプレイインターフェースを介
してこの２つのユーザの何れにも関連するタスクをディスプレイしてもよい。ただし、１
対１の会話に関与する２つのユーザの何れにも関連するタスクとは、タスクに対応するタ
スク変換操作が１つのユーザによってトリガされ、且つタスク引取操作がもう１つのユー
ザによってトリガされることを指してもよい。このように、タスク引取者とタスク配布者
が１対１のチャットを行うとき、それらの間の関連タスクをはっきりと見ることができる
。例えば、Ａユーザがグループにタスクｄを配布し、Ｂユーザが当該グループにタスクｄ
を配布すると、ＡユーザとＢユーザが１対１のチャットを行う際、タスクｄに関する情報
は、ＡユーザとＢユーザのチャット会話に自動的にディスプレイ可能である。
【００５９】
　本発明の実施例では、ユーザは、数多くのインスタント通信メッセージから有効なイン
スタント通信メッセージを選び出し、当該インスタント通信メッセージを処理すべきタス
クに変換することができる。ここで、タスク配布者は、タスクの実行者が誰であるかを知
る必要がなく、タスクを提出するだけでよい（例えば、インスタント通信メッセージを処
理すべきタスクに変換する操作を行う）。また、タスク引取の方式によってタスクを自動
的に配分可能であり、タスクのディスプレイ情報にタスク配分情報を含めることにより、
タスク配布者がタスクの配分状況および完了状況を把握することは便利である。インスタ
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ント通信技術を用いてタスクに対して配分管理を行うため、インスタント通信参加者の間
の連携効率を有効に向上できる。また、タスクを議論したときのコンテキストメッセージ
を再生できるため、その時のチャットシーンに戻り、タスク配布のシーンをユーザが把握
することは便利である。
【００６０】
　図６は、本発明の更に別の実施例に係るインスタント通信メッセージに基づくタスク管
理方法の模式的なフローチャートである。本例示におけるインスタント通信メッセージに
基づくタスク管理方法は、サーバ側に適用可能である。また、サーバ側のインスタント通
信メッセージに基づくタスク管理方法は、上記クライアント側に用いられるインスタント
通信メッセージに基づくタスク管理方法を参照すれば理解され得る。図６に示すように、
前記サーバ側のインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法は、以下のステップ
６０１－６０３を含んでもよい。
【００６１】
　ステップ６０１では、グループにおけるインスタント通信メッセージをクライアントへ
送信する。
【００６２】
　本発明の実施例では、グループにおけるユーザが各自のクライアントを介してグループ
チャット会話や１対１のチャット会話を確立したとき、サーバは、グループにおけるユー
ザが各自のクライアントを介して送信したインスタント通信メッセージを受信し、グルー
プにおけるインスタント通信メッセージを各クライアントへ送信してもよい。このように
、クライアントの何れにも、グループにおける各ユーザによって配布されたインスタント
通信メッセージが表示可能である。
【００６３】
　ステップ６０２では、前記クライアントから送信された対象メッセージに対するタスク
変換操作を受信したときに、前記対象メッセージを処理すべき対象タスクに変換する。
【００６４】
　本発明の実施例では、あるクライアントは、対象メッセージに対するタスク変換操作を
取得したときに、前記対象メッセージに対するタスク変換操作をサーバへ送信する。その
際、サーバは、前記対象メッセージを処理すべき対象タスクに変換してもよい。
【００６５】
　本発明の実施例では、前記対象タスクは、タスク内容およびタスク配分情報を少なくと
も含んでもよい。前記タスク内容は、前記対象タスクの詳細内容を記述する。前記タスク
配分情報は、前記対象タスクが誰に配分されたかを示す。例えば、前記タスク変換操作が
第１タスク変換操作であるとき、前記タスク配分情報は、前記対象タスクが引き取られて
いない状態であることを表してもよい。前記タスク変換操作が第２タスク変換操作である
とき、前記タスク配分情報は、前記タスク変換操作を実行したユーザの識別子を含んでも
よい。
【００６６】
　本発明の実施例では、前記対象タスクが引き取られていない状態であるとき、前記サー
バ側のインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法は、前記クライアントから送
信された前記対象タスクに対するタスク引取操作を受信したときに、前記タスク引取操作
を実行したユーザの識別子を前記タスク配分情報に追加することと、前記クライアントか
ら送信された前記対象タスクに対するタスク処理操作を受信したときに、前記対象タスク
の処理結果を前記クライアントへ送信することとを更に含んでもよい。
【００６７】
　ステップ６０３では、前記処理すべき対象タスクを前記クライアントへ送信する。
【００６８】
　本発明の実施例では、サーバは、前記対象メッセージを処理すべき対象タスクに変換し
た後、前記処理すべき対象タスクを前記クライアントへ送信する。このように、前記クラ
イアントは、タスクディスプレイインターフェースを介して前記対象タスクをディスプレ
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イ可能である。
【００６９】
　本発明の実施例では、前記クライアントから送信された前記対象タスクに対するコンテ
キスト閲覧操作を受信したときに、前記サーバは、前記対象タスクに対応するインスタン
ト通信メッセージのコンテキストメッセージを検索し、検索した前記対象タスクに対応す
るインスタント通信メッセージのコンテキストメッセージを前記クライアントへ送信して
もよい。
【００７０】
　当業者であれば理解できるように、図６に示すサーバ側のインスタント通信メッセージ
に基づくタスク管理方法は、上記図１と図２に示すクライアント側のインスタント通信メ
ッセージに基づくタスク管理方法の関連記述を参照すれば理解され得る。本発明の実施例
では、ユーザは、数多くのインスタント通信メッセージから有効なインスタント通信メッ
セージを選び出し、当該インスタント通信メッセージを処理すべきタスクに変換すること
ができる。ここで、タスク配布者は、タスクの実行者が誰であるかを知る必要がなく、タ
スクを提出するだけでよい（例えば、インスタント通信メッセージを処理すべきタスクに
変換する操作を行う）。また、タスク引取の方式によってタスクを自動的に配分可能であ
り、タスクのディスプレイ情報にタスク配分情報を含めることにより、タスク配布者がタ
スクの配分状況および完了状況を把握することは便利である。インスタント通信技術を用
いてタスクに対して配分管理を行うため、インスタント通信参加者の間の連携効率を有効
に向上できる。また、タスクを議論したときのコンテキストメッセージを再生できるため
、その時のチャットシーンに戻り、ユーザがタスク配布のシーンを把握することは便利で
ある。
【００７１】
　図７は、本発明の一実施例に係るクライアントの構造・構成の模式図である。図７に示
すように、前記クライアント７００は、表示手段７１、入力手段７２と通信手段７３を備
えてもよい。表示手段７１は、メッセージディスプレイインターフェースを介してグルー
プにおけるインスタント通信メッセージをディスプレイしてもよい。入力手段７２は、前
記メッセージディスプレイインターフェースにおいて対象メッセージに対するタスク変換
操作を取得してもよい。通信手段７３は、前記対象メッセージに対するタスク変換操作を
サーバへ送信してもよい。
【００７２】
　また、通信手段７３は、更に、前記サーバからの前記対象メッセージに基づいて変換さ
れた処理すべき対象タスクを受信してもよい。このような場合、前記表示手段７１は、更
に、タスクディスプレイインターフェースを介して前記対象タスクをディスプレイしても
よい。
【００７３】
　本発明の実施例では、前記対象タスクは、タスク内容およびタスク配分情報を少なくと
も含んでもよい。前記タスク変換操作が第１タスク変換操作であるとき、前記タスク配分
情報は、前記対象タスクが引き取られていない状態であることを表してもよい。前記タス
ク変換操作が第２タスク変換操作であるとき、前記タスク配分情報は、前記タスク変換操
作を実行したユーザの識別子を含んでもよい。
【００７４】
　本発明の実施例では、前記対象タスクが引き取られていない状態である時、前記入力手
段７２は、更に、前記対象タスクに対するタスク引取操作を取得してもよい。このような
場合、前記表示手段７１は、更に、前記タスク引取操作を実行したユーザの識別子を前記
タスク配分情報に追加してもよい。
【００７５】
　本発明の実施例では、ローカルのクライアントに対応する第１ユーザが前記対象タスク
に対して実行したタスク引取操作が取得されたときに、前記入力手段７２は、更に、前記
第１ユーザの識別子を前記タスク配分情報に追加してもよい。前記通信手段７３が少なく
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とも１つの第２ユーザによって前記対象タスクに対して実行されたタスク引取操作をサー
バから取得したときに、前記入力手段７２は、前記少なくとも１つの第２ユーザのそれぞ
れに対応する識別子を前記タスク配分情報に追加してもよい。
【００７６】
　本発明の実施例では、前記入力手段７２は、更に、前記対象タスクに対するタスク処理
操作を取得してもよい。このような場合、前記表示手段７１は、更に、前記タスクディス
プレイインターフェースを介して前記対象タスクの処理結果をディスプレイしてもよい。
【００７７】
　本発明の実施例では、前記タスクディスプレイインターフェースと前記メッセージディ
スプレイインターフェースとは、同一ページの異なるディスプレイ領域に位置してもよい
。
【００７８】
　本発明の実施例では、前記入力手段７２は、更に、前記対象タスクに対するコンテキス
ト閲覧操作を取得してもよい。このような場合、前記表示手段７１は、更に、前記メッセ
ージディスプレイインターフェースまたは新たに作成されたコンテキストディスプレイイ
ンターフェースを介して、前記対象タスクに基づいて特定されたコンテキストメッセージ
をディスプレイしてもよい。それは、前記対象タスクに対応するインスタント通信メッセ
ージのコンテキストを含む。
【００７９】
　本発明の実施例では、前記表示手段７１は、前記メッセージディスプレイインターフェ
ースを介して前記タスク変換操作に対応するヒント情報をディスプレイすることで、前記
対象メッセージに対してタスク変換を行うようにユーザに促してもよい。前記表示手段７
１は、前記メッセージディスプレイインターフェースを介して前記タスク引取操作に対応
するヒント情報をディスプレイすることで、前記対象タスクを引き取るようにユーザに促
してもよい。前記表示手段７１は、前記メッセージディスプレイインターフェースを介し
て前記タスク処理操作に対応するヒント情報をディスプレイすることで、前記対象タスク
を処理するようにユーザに促してもよい。
【００８０】
　当業者であれば理解できるように、図７に示すクライアントにおける各手段の実現機能
は、上記クライアント側のインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法の関連記
述を参照すれば理解され得る。図７に示すクライアントにおける各手段の機能は、プロセ
ッサで動作するプログラムで実現されてもよく、具体的な論理回路で実現されてもよい。
【００８１】
　本発明の実施例は、クライアントを更に提供する。当該クライアントは、携帯電話、コ
ンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受信機器、ゲームコンソール、タブレット
デバイス、ＰＤＡなどであってもよい。図８を参照すると、クライアント８００は、以下
の１つまたは複数のユニット、すなわち、処理ユニット８０２、メモリ８０４、電源ユニ
ット８０６、マルチメディアユニット８０８、オーディオユニット８１０、入力・出力（
Ｉ／Ｏ）インターフェース８１２、センサユニット８１４、および通信ユニット８１６を
備えてもよい。
【００８２】
　処理ユニット８０２は、通常、クライアント８００の全般操作、例えば、表示、電話発
呼、データ通信、カメラ操作および記録操作に関連する操作を制御する。処理ユニット８
０２は、上記クライアント側のインスタント通信メッセージに基づくタスク管理方法のス
テップの全部または一部を実行するように、指令を実行する１つまたは複数のプロセッサ
８２０を備えてもよい。例えば、前記プロセッサ８２０は、前記指令を実行するときに図
１または２に示す方法ステップを実施可能にする。当該方法ステップは、メッセージディ
スプレイインターフェースを介してグループにおけるインスタント通信メッセージをディ
スプレイすることと、前記メッセージディスプレイインターフェースにおいて対象メッセ
ージに対するタスク変換操作を取得したときに、前記対象メッセージに対するタスク変換
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操作をサーバへ送信することと、前記サーバからの前記対象メッセージに基づいて変換さ
れた処理すべき対象タスクを受信することと、タスクディスプレイインターフェースを介
して前記対象タスクをディスプレイすることとを含む。説明すべきことは、図１、図２に
示す全ての方法ステップが何れも実行され得ることである。
【００８３】
　また、処理ユニット８０２は、処理ユニット８０２と他のユニットとの間の相互作用を
容易にするように、１つまたは複数のモジュールを備えてもよい。例えば、処理ユニット
８０２は、マルチメディアユニット８０８と処理ユニット８０２との間の相互作用を容易
にするように、マルチメディアモジュールを備えてもよい。
【００８４】
　メモリ８０４は、クライアント８００での操作をサポートするために、各種タイプのデ
ータを記憶するように構成される。これらのデータの例示は、クライアント８００で操作
するための如何なるアプリケーションプログラムまたは方法の指令、連絡人データ、電話
帳データ、メッセージ、ピクチャ、映像などを含む。メモリ８０４は、如何なる種別の揮
発性もしくは不揮発性記憶デバイスまたはそれらの組合せ、例えば、スタティックランダ
ムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ
（ＥＥＰＲＯＭ）、消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プロ
グラマブル読み出し専用メモリ（ＰＲＯＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモ
リ、フラッシュメモリ、磁気ディスクまたは光ディスクによって実現されてもよい。
【００８５】
　電源ユニット８０６は、クライアント８００のユニットのそれぞれに電力を供給する。
電源ユニット８０６は、電源管理システム、１つまたは複数の電源、並びに、クライアン
ト８００用の電力を生成、管理および配分することに関する他のユニットを含んでもよい
。
【００８６】
　マルチメディアユニット８０８は、前記クライアント８００とユーザとの間に1つの出
力インターフェースを供給するスクリーンを備える。一部の実施例では、スクリーンは、
液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）およびタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンは
、タッチパネルを含む場合、ユーザからの入力信号を受信するように、タッチスクリーン
として実現されてもよい。タッチパネルは、タッチ、スライドおよびタッチパネルでのジ
ェスチャーを感知するように、１つまたは複数のタッチセンサを含む。前記タッチセンサ
は、タッチまたはスライド動作の境界を感知するだけではなく、前記タッチまたはスライ
ド操作と関連する持続時間および圧力をさらに検出することができる。幾つかの実施例で
は、マルチメディアユニット８０８は、１つのフロントカメラおよび/またはバックカメ
ラを含む。クライアント８００が操作モード、例えば、撮像モードまたは映像モードにあ
るとき、フロントカメラおよび/またはバックカメラは、外部のマルチメディアデータを
受信することができる。フロントカメラおよびバックカメラのそれぞれは、１つの固定の
光学レンズシステムであってもよいし、焦点距離および光学ズーム能力を有するものであ
ってもよい。
【００８７】
　オーディオユニット８１０は、オーディオ信号を出力および/または入力するように構
成される。例えば、オーディオユニット８１０は、マイク（ＭＩＣ）を備え、クライアン
ト８００が操作モード、例えば、発呼モード、記録モードおよび音声識別モードにあると
き、マイクは、外部オーディオ信号を受信するように構成される。受信されたオーディオ
信号は、さらに、メモリ８０４に記憶される、または、通信ユニット８１６を介して送信
されることができる。幾つかの実施例では、オーディオユニット８１０は、さらに、オー
ディオ信号を出力するためのスピーカをさらに含む。
【００８８】
　Ｉ／Ｏインターフェース８１２は、処理ユニット８０２とペリフェラルインターフェー
スモジュールとの間でインターフェースを供給するものであり、前記ペリフェラルインタ
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ーフェースモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。
これらのボタンは、ホームページボタン、ボリュームボタン、起動ボタンおよびロックボ
タンを含んでもよいが、それらに限定されない。
【００８９】
　センサユニット８１４は、様々な側面での状態評価をクライアント８００に供給するた
めの１つまたは複数のセンサを含む。例えば、センサユニット８１４は、クライアント８
００のオン／オフ状態、ユニットの相対位置を検出することができ、例えば、前記ユニッ
トは、クライアント８００のディスプレイおよびテンキーである。センサユニット８１４
は、さらに、クライアント８００もしくはクライアント８００のユニットの位置変更、ユ
ーザとクライアント８００との接触の存在もしくは不存在、クライアント８００の方向ま
たは加速/減速およびクライアント８００の温度変化をさらに検出することができる。セ
ンサユニット８１４は、如何なる物理的接触もないとき、近辺にある物体の存在を検出す
るための近接センサを含んでもよい。センサユニット８１４は、さらに、イメージングア
プリケーションに使用される光センサ、例えば、ＣＭＯＳまたはＣＣＤ画像センサを含ん
でもよい。幾つかの実施例では、当該センサユニット８１４は、さらに、加速度センサ、
ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサまたは温度センサを含んでもよい。
【００９０】
　通信ユニット８１６は、クライアント８００と他のユーザ機器との間の無線または有線
方式の通信が容易になるように構成される。クライアント８００は、通信規格に基づく無
線ネットワーク、例えば、ＷｉＦｉ、２Ｇもしくは３Ｇ、またはそれらの組合せにアクセ
スすることができる。ある例示的な実施例では、通信ユニット８１６は、外部放送管理シ
ステムからの放送信号または放送関連通知情報を、放送チャネルを介して受信する。ある
例示的な実施例では、前記通信ユニット８１６は、さらに、短距離通信を容易にするよう
に、ニアフィールド通信（ＮＦＣ）モジュールを含んでもよい。例えば、ＮＦＣモジュー
ルでは、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）技術、赤外データ協会（ＩｒＤＡ）技術、超広帯域
（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（登録商標）（ＢＴ）技術および他の技術によって実現
されてもよい。
【００９１】
　例示的な実施例では、クライアント８００は、上記図１、２に示す方法を実行するため
の１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳ
Ｐ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬ
Ｄ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコ
ントローラ、マイクロプロセッサまたは他の電子部品によって実現されてもよい。
【００９２】
　本発明の実施例は、コンピュータ記憶媒体、例えば、メモリ８０４を更に提供する。前
記コンピュータ記憶媒体には、コンピュータ指令が記憶され、前記指令は、プロセッサ８
２０によって実行されることで図１または図２に示す方法ステップを実施可能である。当
該方法ステップは、メッセージディスプレイインターフェースを介してグループにおける
インスタント通信メッセージをディスプレイすることと、前記メッセージディスプレイイ
ンターフェースにおいて対象メッセージに対するタスク変換操作を取得したときに、前記
対象メッセージに対するタスク変換操作をサーバへ送信することと、前記サーバからの前
記対象メッセージに基づいて変換された処理すべき対象タスクを受信することと、タスク
ディスプレイインターフェースを介して前記対象タスクをディスプレイすることとを含む
。説明すべきことは、図１、図２に示す全ての方法ステップが実行され得ることである。
【００９３】
　図９は、本発明の一実施例に係るサーバの構造・構成の模式図である。図９に示すよう
に、前記サーバは、通信手段９１および処理手段９２を備えてもよい。ただし、通信手段
９１は、グループにおけるインスタント通信メッセージをクライアントへ送信し、前記ク
ライアントから送信された対象メッセージに対するタスク変換操作を受信してもよい。処
理手段９２は、前記対象メッセージを処理すべき対象タスクに変換してもよい。また、前
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記通信手段９１は、更に、前記処理すべき対象タスクを前記クライアントへ送信してもよ
い。
【００９４】
　本発明の実施例では、前記対象タスクは、タスク内容およびタスク配分情報を少なくと
も含んでもよい。前記タスク変換操作が第１タスク変換操作であるときに、前記タスク配
分情報は、前記対象タスクが引き取られていない状態であることを示してもよい。前記タ
スク変換操作が第２タスク変換操作であるときに、前記タスク配分情報は、前記タスク変
換操作を実行したユーザの識別子を含んでもよい。
【００９５】
　本発明の実施例では、前記対象タスクが引き取られていない状態であるときに、前記通
信手段９１は、更に、前記クライアントから送信された前記対象タスクに対するタスク引
取操作を受信してもよい。このような場合、前記処理手段９２は、更に、前記タスク引取
操作を実行したユーザの識別子を前記タスク配分情報に追加してもよい。
【００９６】
　本発明の実施例では、前記通信手段９１は、更に、前記クライアントから送信された前
記対象タスクに対するタスク処理操作を受信してもよい。このような場合、前記通信手段
９１は、更に、前記対象タスクの処理結果を前記クライアントへ送信してもよい。
【００９７】
　本発明の実施例では、前記通信手段９１は、更に、前記クライアントから送信された前
記対象タスクに対するコンテキスト閲覧操作を受信してもよい。このような場合、前記処
理手段９２は、更に、前記対象タスクに対応するインスタント通信メッセージのコンテキ
ストメッセージを検索してもよい。前記通信手段９１は、更に、前記対象タスクに対応す
るインスタント通信メッセージのコンテキストメッセージを前記クライアントへ送信して
もよい。
【００９８】
　図９に示すサーバにおける各手段の実現機能が上述したサーバ側のインスタント通信メ
ッセージに基づくタスク管理方法の関連記述を参照すれば理解可能であることは、当業者
に理解されるべきである。図９に示すサーバの各手段の機能は、プロセッサで動作するプ
ログラムで実現されてもよく、具体的な論理回路で実現されてもよい。
【００９９】
　本発明の実施例は、サーバを更に提供する。図１０を参照すると、サーバ１０００は、
処理ユニット１０２２、メモリ１０２４、通信ユニット１０２６、およびサーバに固有の
信号処理部分を備える。処理ユニット１０２２は、更に、１つまたは複数のプロセッサを
備えてもよい。処理ユニット１０２２における１つのプロセッサは、前記メモリ１０２に
記憶された指令を実行するときに図６に示す方法ステップを実施するように配置されても
よい。当該方法ステップは、グループにおけるインスタント通信メッセージをクライアン
トへ送信することと、前記クライアントから送信された対象メッセージに対するタスク変
換操作を受信したときに、前記対象メッセージを処理すべき対象タスクに変換することと
、前記処理すべき対象タスクを前記クライアントへ送信することとを含む。説明すべきこ
とは、図６に示す全ての方法ステップが実行され得ることである。
【０１００】
　本発明の実施例は、コンピュータ記憶媒体、例えば、メモリ１０２４を更に提供する。
前記コンピュータ記憶媒体には、コンピュータ指令が記憶され、前記指令が処理ユニット
１０２２によって実行されることで図６に示す方法ステップが実施される。当該方法ステ
ップは、グループにおけるインスタント通信メッセージをクライアントへ送信することと
、前記クライアントから送信された対象メッセージに対するタスク変換操作を受信したと
きに、前記対象メッセージを処理すべき対象タスクに変換することと、前記処理すべき対
象タスクを前記クライアントへ送信することとを含む。説明すべきことは、図６に示す全
ての方法ステップが実行され得ることである。
【０１０１】
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　本発明の実施例に記載の解決手段同士は、相互に矛盾しない限り、任意に組み合わせる
ことができる。
【０１０２】
　本発明に供される幾つかの実施例に開示された方法とスマート機器が他の方式で実施さ
れ得ることは、理解されるべきである。上述した機器の実施例は単に例示である。例えば
、前記手段の区分は、１種の論理機能区分に過ぎず、実際の実施時に他の区分方式もあり
得る。例えば、複数の手段やユニットは、組み合わされるか、別のシステムに集約されて
もよい。あるいは、幾つかの特徴は、無視され、実行されないようにしてもよい。また、
示されたり議論されたりした各構成部分同士の結合、または直接結合、または通信接続は
、幾つかのインターフェース、機器若しくは手段を介する間接結合や通信接続であっても
よく、電気的、機械的若しくは他の形式のものであってもよい。
【０１０３】
　上記分離部品として説明された手段は、物理的に離間したものであってもでなくてもよ
い。手段として示された部品は、物理手段であってもでなくてもよい。つまり、それらは
、一箇所に位置してもよく、複数のネットワークセルに分散されてもよい。実際の必要に
応じて一部または全部の手段を選択して本実施例の技術案の目的を達成することができる
。
【０１０４】
　また、本発明の各実施例における各機能手段は１つの処理手段に集約されてもよく、各
手段はそれぞれ単独で１つの手段とされてもよく、または、２つまたは２つ以上の手段が
１つの手段に集約されてもよい。上記集約の形態は、ハードウェアの形式で実現されても
よく、ハードウェアプラスソフトウェア機能手段の形式で実現されてもよい。
【０１０５】
　上述したのは、本発明の具体的な実施形態に過ぎず、本発明の保護範囲は、それらに限
定されない。当業者が本発明で開示された技術範囲で容易に想到し得る変更や置換は、何
れも本発明の保護範囲に含まれるべきである。
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